
 

【別紙２】詳細仕様 

〇タブレット端末 

仕  様 

ＯＳ ｉＰａｄ第１１世代以上Ｗｉ－Ｆｉ＋Ｃｅｌｌｕｌａｒモデル。世

代の混在は認めない。 

ストレージ １２８ＧＢ以上 

メモリ － 

画面 １０～１４インチ、タッチパネル 

無線 ＩＥＥＥ８０２．１１ａ/ｂ/ｇ/ｎ/ａｃ以上 

カメラ機能 インカメラ・アウトカメラ 

音声接続端子 マイク・ヘッドフォン端子を１つ以上有していること（マイク・ヘ

ッドフォン端子がコネクタと共用になっている場合は周辺機器等で

対応）。 

外部接続端子 ＵＳＢ２．０以上の規格であってＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ ＰＤ（Ｐ

ｏｗｅｒ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ）に対応したポートを１つ以上有して

いること。 

バッテリ稼働時間 ８時間以上 

重さ １．５ｋｇ程度を越えないこと（本体及びハードウェアキーボード）。 

同梱物 ＵＳＢ－Ｃ充電ケーブル、ＵＳＢ－Ｃ電源アダプタ 

その他 １ 端末の適切なセキュリティ対策として以下の機能を有している 

こと。 

（１）マルウェアから端末を保護する機能 

（２）ストレージにデータを暗号化して保存する機能（必要に応じ 

て利用可能であればよい。） 

２ リース終了後、最低１２箇月の再リースが可能であること。 

３ 端末は同一色で統一すること。 

 

○LTE通信回線 

  ① ５Ｇ／ＬＴＥ通信方式で安定的に接続できるものとし、月間利用可能データ容量

は以下のいずれかの要件を満たすこと。また、５年間、毎月定額の契約とする。な

お、データ容量が超過した場合に、費用の支払は発生しないものとする。 

ａ 調達する全ての回線でデータ容量を共有する場合 

     １回線当たりの月間利用可能データ容量を２ＧＢ以上とする。 

   ｂ 各回線個別にデータ容量を設定する場合 

     １回線当たりの月間利用可能データ容量を５ＧＢ以上（７ＧＢ以上が望ましい。）

とする。 

② 全ての回線においてテザリングが利用可能であり、利用することによる追加費用



 

が発生しないこと。 

③ 本事業における端末初期設定（アプリインストール、ＯＳアップデート等）に係

るＬＴＥ通信については、月間利用可能データ容量に含めず、追加費用も発生しな

いこと。 

  ④ ＬＴＥ通信利用にかかる初期費用、月額利用料（データ通信料、ＩＳＰ利用料、

ユニバーサルサービス料等）について契約に含むこと。 

  ⑤ 導入対象校において、通信回線が利用不能又は不安定である等、利用者の責によ

らない理由で授業やその他の教育活動に支障が生じる場合は、速やかに対処するこ

と。 

  ⑥ 児童生徒の自宅において通信状況が悪い箇所があり、当該利用者からの申告があ

った場合、通信事業者側の費用負担でレピーターを貸与すること。 

  ⑦ 本市の担当者が、Ｗｅｂブラウザで毎月使用した回線毎のデータ通信量を確認で

きること。 

  ⑧ 契約期間中に回線の状況不良が発生した場合に、調査及び改善策の提案が可能で

あること。 

⑨ ｅＳＩＭロック発生時には、速やかにＰＵＫ解除コードを確認し教示すること。

ｅＳＩＭで通信不具合が発生した場合は、速やかにｅＳＩＭ情報の再発行を行うこ

と。 

⑩ 光市内の全カバーエリアにおいて移動通信サービスを提供する電気通信事業を運

営し、移動通信サービスに係る無線局を自ら開設、運用していること。 

 

○ＭＤＭ（モバイルデバイス管理） 

① ライセンス期間は６０箇月であること。 

② 学習用タブレット端末に対応すること。 

③ クラウド型のサービスであること。 

④ 遠隔でロック、データ消去、パスコードのリセットができること。 

⑤ 端末の機能制御の設定が可能であること。 

⑥ 端末のＯＳをアップデートできる機能があること。 

⑦ 端末のＯＳアップデートを一定期間抑止する機能を有すること。 

⑧ 遠隔でアプリ・プロファイルの新規配布・更新・削除・使用制限を行えること。 

⑨ 利用開始後は、ＭＤＭ管理者（教育委員会事務局）へのサポートを行うこと。 

   ※本市が現在使用している「Ｊａｍｆ Ｐｒｏ」以外を提案する場合は、Ｊａ

ｍｆ Ｐｒｏとの機能面の違い等を提案書及びプレゼンテーションで説明す

ること。 

⑩ 端末操作によるアプリ・プロファイルの削除を防止することができること。 

 

○フィルタリング 

 ① ライセンス期間は６０箇月であること。 



 

② 学習用タブレット端末に対応すること。 

③ クラウド型のサービスであること。 

 ④ ブラウザによるフィルタリングが可能であること。 

 ⑤ 教員用、児童用、生徒用などグループ単位でフィルタリング設定が可能であるこ 

と。 

  ⑥ Ｗｅｂ閲覧の利用時間の制限ができること。 

  ⑦ Ｗｉ－Ｆｉ、ＬＴＥを問わず、同一のフィルタリングがなされること。 

  ⑧ カテゴリ毎のデータベースを利用したアクセス制御ができること。 

     ※本市が現在使用している「ＩｎｔｅｒＳａｆｅ ＧａｔｅｗａｙＣｏｎｎｅ

ｃｔｉｏｎ」以外を提案する場合は、ＩｎｔｅｒＳａｆｅ ＧａｔｅｗａｙＣｏ

ｎｎｅｃｔｉｏｎとの機能面の違い等を提案書及びプレゼンテーションで説明す

ること。 

 

○契約期間満了後の物品回収 

① 契約期間の満了後は、本市の指示に従い、タブレット端末等を回収すること。な

お、郵送用の端末等返却キットを各学校宛に配布する方法でもよい。 

② 本市においてタブレット端末内のデータの完全消去を行った後で引き取ること。

ただし、タブレット端末内のデータの完全消去が難しい場合は引き取り後に賃貸人

がデータの完全消去又は物理的破壊を行い、完了後に報告書又は証明書を発行する

こと。 

③ ②は、故障等の理由から、契約期間中に機器を交換する場合も同様の対応とする

こと。 

④ 物品回収にかかる費用は全て賃貸人が負担すること。 

 

○導入支援 

① 利用者向けマニュアル及び管理者向けマニュアルを作成すること。 

② 管理者向けの説明会を教育委員会で１回以上実施すること。 

 

 ○キーボード一体型ケース 

  ① 調達するタブレット端末に対応していること。 

  ② ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃポートで充電可能であること。 

  ③ オーディオステレオミニジャックを搭載していること。 

  ④ 提案するペンが収納可能であること。 

  ⑤ ケースにスタンド機能を搭載すること。 

 

 ○タッチペン 

  ① 調達するタブレット端末に対応していること。 

  ② 調達するケースに収納できること。 



 

  ③ ペンの先端は導電性繊維であること。 

④ バッテリー非搭載かつ電池不使用であること。 

 

 ○初期設定 

  ・ＡＤＥリセラーＩＤの登録及び端末とＡｐｐｌｅ Ｓｃｈｏｏｌ Ｍａｎａｇｅｒ

との紐づけ 

  ・ＭＤＭ及びフィルタリングの端末登録 

  ・ＯＳアップデート 

  ・ｉＰａｄへのＡｐｐｌｅ Ａｃｃｏｕｎｔログイン 

  ・ＭＤＭプロファイルインストール 

  ・Ｓｅｌｆ Ｓｅｒｖｉｃｅアプリの管理配布 

  ・指定アプリ及びショートカットの管理配布（１０個程度） 

  ・構成プロファイルのインストール 

  ・フィルタリングソフトの起動 

  ・管理ラベルシール貼付 

  ・シリアル情報提供 

  ・キーボード一体型ケース及びタッチペンの装着 

   ※上記の対応は初期導入時のみ必要であり、運用開始後の故障等による交換端末に

ついては、初期設定は不要です。 

 

 〇端末の保守 

  ① ハードウェアにはセンドバック保守が設けられていること。また、納入後１年間 

は自然故障等に無償で対応可能であること。 

  ② 賃貸人は、本市からの故障・破損時に係る修理受付サービスを納入後５年以上設

けること。なお、端末の修理又は交換までの標準的な対応期間は１箇月程度とする。 

  ③ ①及び②を含めた保守・保証サービスについて、任意提案があれば行うこと。 

  ④ 交換機のキッティングは本契約に含めない。 

 


